
 

 

 

令和７年 10 月 20 日 

内閣府政策統括官（防災担当）  

 

 
 

 
 

災害対応車両調整法人が派遣する災害対応車両を活用して 
応急仮設住宅が整備されます 

～災害対応車両登録制度開始後初めての事例～ 

 
１．概要 

内閣府では、令和６年１月の能登半島地震での教訓を踏まえ、災害時に活用可能なキッ

チンカー、トレーラーハウス等のいわゆる災害対応車両について、平時から登録・データ

ベース化し、発災時には、被災自治体が迅速に派遣要請をすることができる災害対応車両

登録制度を令和７年６月 1日から開始しています。 

この度、令和７年８月６日からの低気圧と前線による大雨により被害を受けた熊本県

上天草市内において、本制度に登録された災害対応車両調整法人が派遣するムービング

ハウスを活用して、応急仮設住宅が整備されることとなりました。本制度の活用は、制度

開始後初めての事例となります。 

今後も本制度が被災自治体において活用されるよう、普及・促進に努めてまいります。 

 

２．派遣を要請した自治体 

  熊本県 

 

３．派遣を行う災害対応車両調整法人 

一般社団法人日本ムービングハウス協会 

 

４．整備をする場所 

  熊本県上天草市 

 

５．派遣される車両の種別 

  ムービングハウス 

 

６．派遣される災害対応車両の用途 

  応急仮設住宅（10戸分）として活用 

 

 

 

 

 

 

本件問合せ先 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（被災者生活再建担当）付 

     清水、上野、伊藤、坂田 

TEL 03-5253-2111（内線51309） 

03-3503-5691（直通） 




